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１ 事業の概要 

「廃棄物処理法」では、前年度の産業廃棄物発生量が 1,000 トン（特別管理産

業廃棄物にあっては、発生量が 50 トン）以上である事業場を設置している事業

者（以下「法定多量排出事業者」といいます。）に、産業廃棄物の減量その他そ

の処理に関する計画（以下「処理計画」といいます。）及び処理計画に対する実

施状況の報告（以下「実施状況報告」といいます。）の作成が義務付けられてい

ます。 

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市では、より多くの事業者の

皆様に、環境に配慮した事業活動を行っていただけるよう廃棄物自主管理事業

を協働して進めています。 

廃棄物自主管理事業は、法定多量排出事業者と同様の処理計画及び実施状況

報告を作成いただくことにより、法定多量排出事業者以外
．．

の事業者の方にも参

加をお願いしている事業です。また、作成書類については、廃棄物の発生抑制、

再生利用、減量化及び適正処理の推進を意図した本事業独自の様式をご用意し

ています。 

提出いただいたデータは、県内全体で集計・分析し、取組状況の推移や業種別

平均との比較、さらには参考となる取組事例を提供することなどにより、事業者

の自主的な取組を支援していきます。 

 

２ 対象事業者  

廃棄物自主管理事業で対象としている事業者は、その事業活動に伴い産業廃

棄物を生ずる事業場を県内に設置しているすべての事業者です。  

法では、一定量以上の廃棄物を排出している事業者に対し提出義務を課して

いるところですが、神奈川県では法の対象事業者以外の事業者に対しても提出

を呼びかけています。 

 

産業廃棄物       特別管理産業廃棄物 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ 法定多量排出事業者として法に基づき処理計画等の提出義務あり  

（廃棄物処理法 第 12 条第９項及び第 12 条の２第 10 項） 

→ 法定多量排出事業者ではないが提出していただきたい事業者 

特に、次に該当する事業場の方は提出を推奨しています  

 

◎令和７年度の産業廃棄物の発生量が 800 トン以上の事業場  

◎令和７年度の特別管理産業廃棄物の発生量が 40 トン以上の事業場  

 

 

 

 

 

1,000 トン以上 50 トン以上 

法定                                                                                                                               

1,000 トン未満 50 トン未満 

法定多量  

排出事業者  

自主  

前

年

度

の

発

生

量  

自主 
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３ 提出書類作成の手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 提出書類の確認・様式ダウンロード 

２ チェックシート・アンケート「2026form1(様式１)」を作成 

３ 実施状況報告「2026form3（様式３）」 
  ・（特管）「2026form5（様式５）」を作成 

５ 提出（６月 30 日まで） 

令和７年度の「処理計画（様式２又は様式４）」の提出  

データ反映ツール使用  

提出あり 

記載方法県 HP 参照  

記載方法県 HP 参照  

記載方法県 HP 参照  

提出書類 P.３参照  

提出なし 

データ反映ツール使用  

データ反映ツール使用  

４ 処理計画「2026form2（様式２）」 
 ・（特管）「2026form4（様式４）」を作成 

提出方法 P.９参照  
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４ 提出書類 

提出にあたっては、次の様式（法定・自主共通）を用いてください。 

 

様式一覧  

 様式名称 法的根拠等 

１  

2026form1.xlsx 

様式１  廃棄物自主管理計画 (状況)報告書  

    (チェックシート・アンケート )  

－  

１-２  
2026form1_2.xlsx 

法定事項等の確認項目  【提出不要】  
－  

２  

2026form2.xlsx 

様式２  産業廃棄物処理計画書  

様式２－１  同 別紙一括表  

様式２－２  同 別紙処理フロー  

産業廃棄物処理計画関連  

(法第 12 条第９項、規則第８条

の４の５ ) 

３  

2026form3.xlsx 

様式３  産業廃棄物処理計画実施状況報告書  

様式３－１  同 別紙一括表  

様式３－２  同 別紙処理フロー  

産業廃棄物処理計画実施状況報

告関連  

（法第 12 条第 10 項、規則第８

条の４の６）  

４  

2026form4.xlsx 

様式４  特別管理産業廃棄物処理計画書  

様式４－１  同 別紙一括表  

様式４－２  同 別紙処理フロー  

特別管理産業廃棄物処理計画関

連  

(法第 12 条の２第 10 項、規則第

８条の 17 の２ ) 

５  

2026form5.xlsx 

様式５  特別管理産業廃棄物処理計画  

実施状況報告書  

様式５－１  同 別紙一括表  

様式５－２  同 別紙処理フロー  

特別管理産業廃棄物処理計画実

施状況報告関連  

（法第 12 条の２第 11 項、規則

第８条の 17 の３）  

６  
2026form6.xlsm 

データ反映・印刷ツール  【提出不要】  
－  

法  ‥廃棄物処理法      

規則･･廃棄物処理法施行規則  

 

神奈川県ホームページ「廃棄物自主管理事業」から様式をダウンロードしてく

ださい。（各様式の記載例も掲載しています。）  

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/ 

 
＜注意＞  

「 デ ー タ 反 映 ツ ー ル 」 を 使 用 す る 場 合 、 ダ ウ ン ロ ー ド し た 様 式 1 か ら 5
（「 2026form1.xlsx 」 か ら 「 2026form5.xlsx 」） 及 び デ ー タ 反 映 ・ 印 刷 ツ ー ル
（「2026form6.xlsm」）を同じフォルダ内において作業します。  
また、このツールを使用する際は、ファイル名を変更しないでください。  
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【提出書類の区分について】 

廃棄物の発生量の増減により、提出書類ごとに「法定」「自主」を判別する必

要があります。  

処理計画については、令和７年度の産業廃棄物発生量が 1,000 トン（特別管理

産業廃棄物にあっては、発生量が 50 トン）以上の場合「法定」、下回る場合「自

主」の区分としてください。 

実施状況報告については、令和６年度の産業廃棄物発生量が 1,000 トン（特別

管理産業廃棄物にあっては、発生量が 50 トン）以上の場合「法定」、下回る場合

「自主」の区分としてください。 

したがって、「法定」の処理計画を提出した翌年度には、それに対して「法定」

の実施状況報告を提出し、「自主」の処理計画を提出した翌年度には、それに対

して「自主」の実施状況報告を提出する流れとなります。  

 

令和７年度に提出した  

様式  ２処理計画の区分  

 

（令和６年度実績値で判別）  

令和７年度の 

産業廃棄物※１  

発生量  

(実績値 ) 

令和８年度（当該年度） 

提出書類の区分  

様式  ３  

実施状況報告  

様式  ２  

処理計画  

 
1,000ｔ以上  

  

1,000ｔ未満    

 
1,000ｔ以上    

1,000ｔ未満    

提出なし 

1,000ｔ以上  
※２  

提出不要   

1,000ｔ未満  
※２  

提出不要  
 

 

※１ 特別管理産業廃棄物については、次のとおり読み替えてください。  

 発生量（実績値）1,000ｔ→50ｔ 

 様式 ２  → 様式 ４  

 様式 ３  → 様式 ５  

 

※２ 提出する場合は「自主」となりますが、基本提出は不要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定 

法定 

法定 

法定 

法定 

法定 

自主 

自主 

自主 

自主 

自主 

自主 
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【提出書類の区分の判別例】 

 

 

 

 

 

 

 
産業廃棄物  

発生量 (実績値 ) 

様式２  

処理計画 

様式３  

実施状況報告 

令和６年度  1,200t   

令和７年度  500t 
  

令和８年度  ―  
  

令和９年度  ― 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：産業廃棄物発生量（実績値）別の「提出書類の区分」＞ 

建設業については、発生場所ごと※に廃棄物の発生量を集計する必要があります。

（P.７参照） 

〇産業廃棄物発生量（実績値） 

発生場所  

発生 (実績 )年度  
横浜市  川崎市  相模原市  横須賀市  神奈川県  

令和６年度  1,200t 1,000t 800t 500t 500t 

令和７年度  500t 1,000t 500t 500t 1,200t 

※横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、それ以外の市町村

については神奈川県 

 

〇令和８年度「提出書類の区分」 

発生場所  

提出様式  
横浜市  川崎市  相模原市  横須賀市  神奈川県  

様式２  

処理計画  
     

様式３   

実施状況報告  

     

 

当該年度  
提出書類  

令和６年度の産業廃棄物発生量が 1,000ｔ以上のため、  

「処理計画」を作成し令和７年度に提出。区分は「法定」  

「実施状況報告」を作成し令和８年度に提出。区分は「法定」 

令和７年度の産業廃棄物発生量が 1,000ｔ未満のため、法定多量排出

事業者とはなりませんが、廃棄物自主管理事業に参加。  

「処理計画」を作成し令和８年度に提出。区分は「自主」  

「実施状況報告」を作成し令和９年度に提出。区分は「自主」  

法定                                                                                                                               

法定                                                                                                                               自主 

自主 

法定                                                                                                                               法定                                                                                                                               自主 自主 自主 

法定                                                                                                                               法定                                                                                                                               自主 自主 自主 
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５ 注意事項 

（1）事業場の考え方と作成単位  

【製造業の場合】 

事業場ごとに処理計画及び実施状況報告（以下「処理計画等」といいます。）を作成す

ることを基本とします。法定多量排出事業者に該当するかどうかは事業場ごとに判断し

ます。 

なお、同一敷地内に関連会社の事業場があり、一体的に産業廃棄物の処理を行ってい

る場合には、処理計画等の中に関連会社から生ずる産業廃棄物の処理を含めることがで

きます（あらかじめ所管の行政機関にご相談ください）。 

また、事業者が行政区域内に無人施設等の複数の関連施設を設置している場合であっ

て、それらの施設から生じる産業廃棄物を一体的に管理している場合には、それらの施

設を含めて法定多量排出事業者に該当するかどうかを判断します。この場合には、処理

計画等の作成はそれらの行政区域内の施設を管轄している支店等が行うこととします。 
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【建設業の場合】 

建設業では、作業所（現場）を総括的に管理している本店・支店等が、その管理する行

政区域単位ごとに発生量を合計して処理計画等を作成し、それぞれの行政機関に提出し

てください。 

法定多量排出事業者にあたるかどうかの判断は、行政区域内の各作業所（現場）の発

生量を合計して判断してください。 

 建設工事（土木建設に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する

工事を含む。）をいう。）における排出事業者には、元請業者が該当します。 
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（2）当該年度に存在しない事業場の事業者の取扱い 

処理計画等は、その年度に現に事業場を設置している事業者が作成することとされて

いますので、前年度に産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）の発生量が一定の基準以上で

あった事業場であっても、当該年度にその事業場が撤去されて存在しないような場合に

は、前年度の発生量に関わらず、当該事業場に係る処理計画等の作成義務は生じないも

のとみなされます。 

一方、県又は政令市の各行政区域内に複数の施設（作業現場）等があり、本店・支店が

各行政区域ごとにまとめて処理計画等を作成する場合には、それらの施設（作業現場）

等の一部が当該年度に撤去されて存在しない場合にあっては、それらは当該年度の処理

計画等には含みませんが、多量排出事業者の判断に用いる前年度の発生量については含

むこととなります。よって、処理計画に記載する目標値を算出する際は撤去された施設

（作業現場）等からの発生量を考慮する必要はありませんが、実績値を算出する際は撤

去された施設（作業現場）等からの発生量を含めてください。 

 

（3）提出書類の公表について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 提出期限 

令和８年６月 30日まで 

※ 罰則について 

    平成 23年４月１日から施行された改正法により、処理計画及び実施状況報告の提出・

報告を行わなかった場合や虚偽の提出・報告を行った場合には、20 万円以下の過料とす

る規定が設けられました。 

 

 

法定多量排出事業者から提出された処理計画及び実施状況報告については、廃棄

物処理法第 12 条第 11 項（第 12 条の２第 12項）に基づき、所管の行政機関（神奈

川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市） がインターネットにより公表します。 

廃棄物自主管理事業の様式では、２、３、４、５が公表の対象となります。 

提出されたファイル（又は書類）の内容をそのままインターネットにより公表し

ますので、個人情報等の記載（特に２・４の管理体制図）や社印・代表者印の押印

はしないでください（廃棄物自主管理事業で提出する書類は全て、押印は不要です）。 

なお、個人情報等の記載や押印がある場合でも、そのまま公表しますのでご注意

ください。 
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７ 提出先 

事業場が所在する行政機関（神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市）に提出し

てください。 

 

８ 提出方法 

次のいずれかにより電子ファイル（以下「Excel ファイル」といいます。）で提出してい

ただくようお願いします。 

なお、Excel ファイルによる提出が困難な場合は、書面による提出も可能です。 

 

（1）電子申請・届出システムによる提出 

電子申請・届出システムにより提出することができます。以下のホームページから提出

してください。 

 

神奈川県 
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-

u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=9479 

 

横浜市 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003

/ea/residents/procedures/apply/515b8eee-0cfd-

4f71-8ea1-9871439b716b/start 

 

川崎市 

https://lgpos.task-

asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/app

ly/01ae119b-6cb4-4d8b-aeef-56de95bf08b7/start 

 

相模原市 https://logoform.jp/form/oWjU/557204 

 

横須賀市 
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142018-

u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31290 

 

 

（2）Excelファイルを記録したＣＤ又はＤＶＤによる提出 

郵送又は持参（所管行政機関の所在地は、裏表紙をご覧ください。） 

 

※ 受理証明等について 

ＣＤ又はＤＶＤの提出で受理証明が必要な場合は、Excel ファイルで提出した様式の第

1面を郵送又は持参していただければ収受印を押印いたします。 

なお、郵送の場合は切手を貼った返送用封筒を同封してください。 

 

https://logoform.jp/form/oWjU/557204
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９ 令和８年度様式及び記載内容の説明 

（1）  様式 １  廃棄物自主管理計画(状況)報告書（チェックシート・アンケート）

について 

本報告書の作成は、自主管理を推進するため、事業場の状況を明らかに

していく視点から、次の３点で構成されています。  

①  事業場の基本的データに関する部分  

②  廃棄物の自主管理状況について、自己評価していただく部分  

③  電子マニフェストの採用状況などに関するアンケートにお答え  

いただく部分  

      

この様式で報告いただいたデータを県内全域で集計して、貴事業場のデ

ータを比較できる「フィードバック個票」を作成し、提供しています。３

Ｒ（発生抑制、再使用、再生利用）の取組の事項を参考としてください。 

 

＊【法定事項等の確認項目】表については、提出の必要はありませんが、

廃棄物処理法や各リサイクル法等の遵守項目のチェックにお役立てく

ださい。  

   

②の自己評価していただく内容  

区 分  項  目  等  取  組  内  容  

Ⅰ  適正処理関連  

１  管理体制等  
文書規定の整備、組織の状況、取組の

状況  

２  処理委託  業者選定、委託前確認、委託後確認  

Ⅱ  ３Ｒ関連  

１  事業場内３Ｒ  発生抑制、循環的利用  

２  製品３Ｒ  発生抑制、循環的利用  

Ⅲ  その他関連  

グリーン調達  

コミュニケーション  

 Ⅳ  建設廃棄物に関する自主管理状況  

建設工事における建設混合廃棄物  

建設汚泥の発生が見込まれる工事  

建設リサイクル  

Ⅴ  令和７年度における不要物等発生量及び有償物量  

Ⅵ  令和７年度における産業廃棄物の最終処分の状況  

Ⅶ  全体的な自己評価  
令和７年度の主な取組内容と全体的

な自己評価の記載をお願いします。  

 

※ 様式１の記載例と留意事項を神奈川県のホームページに掲載しております。  

掲載場所：（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/index.html）  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/index.html
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（２） 様式 ３（又は ５） 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理計画実施状況報告書について 

 

本様式は、前年度（令和７年度）の廃棄物の種類ごとの排出量及び処理方法の内訳
の実績数値を報告するものです。前年度に「処理計画」を提出した事業者の方は必ず
作成し、成果の確認にお役立てください。 

様式は、次の３種類に分かれています。 
① 「第１面（様式 ３）」 ⇒ ③のフロー入力分の合計値を表示 
② 「別紙一括表（様式 ３－１）」 ⇒ ③のフロー入力分を一括表示 
③ 「別紙処理フロー（様式 ３－２）」 ⇒ 廃棄物の種類ごとに作成 

作成手順としては、③ ⇒ ① ⇒ ②（確認）となります。 

※ 様式３、５の記載例と留意事項を神奈川県のホームページに掲載しております。 

掲載場所（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/index.html） 

 

自主管理事業における廃プラスチック類の処理状況の把握について 

（対象：廃プラスチック類の排出者） 

 

〇 プラスチック資源循環法上の排出事業者の責務 

 プラスチック資源循環法では、排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制

及び再資源化等を実施する際には、必要な事情に配慮した上で、可能な限り、①排出を抑制する、

②適切に分別する、③再資源化を行うことができるものは再資源化を行う、④再資源化ができな

いものでも、熱回収を行うことができるものは、熱回収を行う、という優先順位に従うこととさ

れています。 

 ※排出事業者･･･事務所、工場、店舗等で事業を行う多くの事業者（小規模企業者等を除く） 

 

○ 「排出事業者の判断基準命令」に基づく排出の抑制･再資源化等に係る目標設定､公表等 

プラスチック多量排出事業者･･･前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出

量が２５０トン以上である排出事業者 

‣ 排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、達成するための取組を計画的に行う 

‣ 毎年度、前年度の排出量及び目標の達成状況に関する情報をインターネット等で公表する

よう努める 

排出事業者（プラスチック多量排出事業者を除く。） 

‣ 毎年度、前年度の排出量と、排出の抑制及び再資源化等の状況に関する情報をインターネ

ット等で公表するよう努める 

 

〇 自主管理事業での報告 

自主管理事業の中で、プラスチックの再資源化等の詳細の報告を求めることにより、各排出事

業者はマテリアル・ケミカル・熱回収・その他の割合を自ら把握することとなり、再資源化及び

熱回収等の現状を把握し、プラスチック資源循環法の要請に応えることになります。 

 

〇 様式の改正 

令和７年度から、様式３（産業廃棄物処理計画実施状況報告書）を改正し、廃プラスチック類

の再生利用の項目をマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、燃料化、その他に区分します。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/index.html
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【セル色の説明】 ：内容・データ等を入力してください 自主

：自動処理されるので、変更できません。 　

別紙処理フロー ：

令和４年度に発生した産業廃棄物ごとの量と処理計画の実施結果

ア　マテリアル ｔ

※
⑧ イ　ケミカル ｔ

（単位：t/年）
ｔ ウ　燃料化 ｔ

エ　その他 ｔ

不要物等発生量 ① ② ⑨
（目的別内訳）

ｔ ｔ ｔ ｔ

ｔ

※1 ③ ※3 ｔ

ｔ ｔ ｔ

④ ⑥ ｂ ア　マテリアル ｔ

ｔ ｔ ｔ 0.0 ｔ イ　ケミカル ｔ

ウ　燃料化 ｔ

⑤ ⑦ エ　その他 ｔ

ｔ ｔ ｔ

※2 ⑫

t t ｔ ｔ

t t

t t Ｂ ⑩ ⑬

t t ｔ
（目的別内訳）

ｔ ｔ

t t ｔ

t t B-1 ｔ ⑪

t t ｔ ｔ ｔ

t t ｔ

t t B-2
【産業廃棄物の種類　（ア～ト）】

t t ｔ
ｿ.　鉱さい
ﾀ.　がれき類
ﾁ.　動物のふん尿
ﾂ.　動物の死体
ﾃ.　ばいじん
ト.　混合廃棄物その他

⑭　認定熱回収業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量 5.0 10.0

ｱ.　燃え殻
ｲ.　汚泥
ｳ.　廃油
ｴ.　廃酸
ｵ.　廃アルカリ
ｶ.　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
ｷ.　紙くず

ｸ.　木くず
ｹ.　繊維くず
ｺ.　動植物性残さ
ｻ.　動物系固形不要物
ｼ.　ゴムくず
ｽ.　金属くず
ｾ.　ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶磁器くず

⑫　再生利用業者への処理
委託量

240.0 0.0 10.0

⑬　認定熱回収業者への処
理委託量

10.0 30.0 最終処分委託量

⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑭
⑩のうち認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への処理委託
量⑪　優良認定処理業者への

処理委託量
179.0 100.0 116.0

下水等放流
前委託量

100.0

⑩　全処理委託量 278.0 116.0 中間処理委託量
最終処分前
委託量

116.0

③＋⑨　自ら埋立処分又は海洋
投入処分を行った量

0.0 0.0
再生利用前
委託量

0.0Ｂ
　
直
接
委
託
処
理

直接処理委託量
直接及び自ら中間処理し
た後の処理委託量

⑩のうち認定熱回収業者への処
理委託量

⑦　自ら中間処理により減量
した量

0.0 0.0 116.0 116.0 30.0

②＋⑧　自ら再生利用を行っ
た量

0.0 0.0

⑤　自ら熱回収を行った量 0.0 0.0

⑩のうち再生利用業者への処理
委託量

①　排出量 278.0 116.0 0.0

注）右上のフローには、令和４年度の実績値を記載してください。下表の
中央列には、令和４年度目標値を記載してください。下表の右列は、右
上フローに記載された令和４年度実績値が自動的に計算されます。

0.0

項　目
令和４年度
目標値

令和４年度
実績値

自社の他事業場での
処理量

ｂ-1　中間処理委
託量

0.0 0.0

④のうち熱回収を行っ
た量

自ら中間処理によ
り減量した量

ｂ-2　最終処分委
託量

自ら中間処理した量
自ら中間処理した
後の残さ量 ｂ

残
さ
物
の
委
託
処
理

自ら中間処理した後の処理委託量

最終処分前
委託量

自社の他事業場か
らの搬入量

自ら直接埋立処分又は海
洋投入処分した量

自ら中間処理した後自社の他事業場での処理
量

下水等放流前委
託量

自ら直接再生利用した
量

自ら中間処理した後自ら埋立処分又は海洋投
入処分した量

116.0
再生利用前
委託量

フローに記載した産業廃棄
物の種類

カ.　廃プラスチック類

本用紙は廃棄物の種類ごとに1枚の記載となります。異なる廃棄物の処理フロー
は別シートに記載してください。 自ら中間処理した後再生利用した量

有償物量

ａ
残
さ
物
の
自
己
処
理

当該事業場におけ
る排出量

Ａ
　
自
己
処
理

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

（第
２
面
）

薄水色
３－２

法定

薄橙色 ○

事業場名称 ○○○○株式会社　○○工場

 

 

 

 

 

 

 

 

自主管理事業における廃プラスチック類の処理状況（再資源化等）の現状を把握するため、令和７年度提出

より（様式３）別紙処理フローの「⑧ 自ら中間処理した後再生利用した量」、「⑫ ⑩のうち再生利用業者への

処理委託量」は、次の４つへ振り分け記載してください。 

【例】 

ア マテリアル 
①プラ原料化 

②プラ製品化 

イ ケミカル 
①原料・モノマー化 

②高炉還元剤 

③コークス炉化学原料化 

④ガス化・油化（RPF ガス化含む）（化学原料としての利用） 

ウ 燃料化 
①固形燃料化（RPF 化など） 

②セメント原・燃料化（セメント精製過程における燃料使用のみ） 

③ガス化・油化（燃料としての再生） 

エ その他 
焼却して、焼却灰を路盤材等に再利用する場合等に入力してください。 

【参考】以下は、（様式３）「産業廃棄物処理計画実施状況報告書（前年度実績）」の「廃プラスチック類」

別紙処理フローを抜粋したものです。  

※別紙処理フローの変更は「廃プラスチック類」のみとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度の提出より 

「産業廃棄物処理計画実施状況報告書」
（様式３）の様式が変わります 

-廃プラスチック類の処理フローの変更- 

ア　マテリアル ｔ

イ　ケミカル ｔ

ウ　燃料化 ｔ

エ　その他 ｔ

⑫

ｔ

⑩のうち再生利用業者への処理
委託量

0.0

「産業廃棄物処理計画実施報告書」（様式３） 

の様式が変わりました 

― 廃プラスチック類の処理フローの変更 ― 
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別紙処理フロー記載例（廃プラスチック類） 

 

 

 

↓
注
意
：
本
年
度
の
目
標
量
の
み
で
フ
ロ
ー
図
の
実
績
デ
ー
タ
が
な
い
場
合
に
も
、
本
年
度
目
標
デ
ー
タ
を
該
当
欄
に
入
力
し
て
く
だ
さ
い

【
セ
ル
色
の
説
明
】

：
内
容
・
デ
ー
タ
等
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い

自
主

：
自
動
処
理
さ
れ
る
の
で
、
変
更
で
き
ま
せ
ん
。

　

別
紙
処
理
フ
ロ
ー

：

令
和
７
年
度
に
発
生
し
た
産
業
廃
棄
物
ご
と
の
量
と
処
理
計
画
の
実
施
結
果

ア
　
マ
テ
リ
ア
ル

ｔ

※
⑧

イ
　
ケ
ミ
カ
ル

ｔ

（
単
位
：
t/
年
）

ｔ
ウ
　
燃
料
化

3
.0
ｔ

エ
　
そ
の
他

ｔ

不
要
物
等
発
生
量

①
②

⑨
（
目
的
別
内
訳
）

ｔ
ｔ

ｔ
5
.0
ｔ ｔ

※
1

③
※
3

ｔ

ｔ
ｔ

ｔ

④
⑥

ｂ
ア
　
マ
テ
リ
ア
ル

5
5
.0
ｔ

ｔ
ｔ

ｔ
5
.0
ｔ

イ
　
ケ
ミ
カ
ル

3
7
.0
ｔ

ウ
　
燃
料
化

2
8
.0
ｔ

⑤
⑦

エ
　
そ
の
他

1
.0
ｔ

ｔ
ｔ

ｔ

※
2

⑫

t
t

ｔ
ｔ

t
t

t
t

Ｂ
⑩

⑬

t
t

ｔ
（
目
的
別
内
訳
）

ｔ
ｔ

t
t

ｔ

t
t

B
-
1

ｔ
⑪

t
t

ｔ
ｔ

ｔ

t
t

ｔ

t
t

B
-
2

【
産
業
廃
棄
物
の
種
類
　
（
ア
～
ト
）
】

t
t

ｔ

％ ％

4
.0

⑬
　
認
定
熱
回
収
業
者
へ
の
処

理
委
託
量

1
0
.0

2
1
.5

最
終
処
分
委
託
量

ｿ
.　
鉱
さ
い

ﾀ.
　
が
れ
き
類

ﾁ
.　
動
物
の
ふ
ん
尿

ﾂ
.　
動
物
の
死
体

ﾃ
.　
ば
い
じ
ん

ト
.　
混
合
廃
棄
物
そ
の
他

参
考

排
出
量
等
の
う
ち
有
効
利
用
の
割
合

8
6
.7

（
内
訳
）
サ
ー
マ
ル
リ
カ
バ
リ
ー
の
割
合

3
0
.7

⑭
　
認
定
熱
回
収
業
者
以
外
の
熱
回
収
を

行
う
業
者
へ
の
処
理
委
託
量

5
.0

4
.0

ｱ
.　
燃
え
殻

ｲ
.　
汚
泥

ｳ
.　
廃
油

ｴ
.　
廃
酸

ｵ
.　
廃
ア
ル
カ
リ

ｶ
.　
廃
ﾌ
ﾟﾗ
ｽ
ﾁ
ｯ
ｸ
類

ｷ
.　
紙
く
ず

ｸ
.　
木
く
ず

ｹ
.　
繊
維
く
ず

ｺ.
　
動
植
物
性
残
さ

ｻ
.　
動
物
系
固
形
不
要
物

ｼ
.　
ゴ
ム
く
ず

ｽ
.　
金
属
く
ず

ｾ
.　
ｶ
ﾞﾗ
ｽ
・
ｺﾝ
ｸ
ﾘｰ
ﾄ・
陶
磁
器
く
ず

1
0
8
.0

⑩
　
全
処
理
委
託
量

2
7
8
.0

1
7
1
.0

中
間
処
理
委
託
量

最
終
処
分
前

委
託
量

5
0
.0

⑫
　
再
生
利
用
業
者
へ
の
処
理

委
託
量

2
4
0
.0

1
2
1
.0

③
＋
⑨
　
自
ら
埋
立
処
分
又
は
海
洋

投
入
処
分
を
行
っ
た
量

0
.0

0
.0

再
生
利
用
前

委
託
量

1
1
6
.0

Ｂ 　 直 接 委 託 処 理

直
接
処
理
委
託
量

直
接
及
び
自
ら
中
間
処
理
し

た
後
の
処
理
委
託
量

⑩
の
う
ち
認
定
熱
回
収
業
者
へ
の
処

理
委
託
量

⑦
　
自
ら
中
間
処
理
に
よ
り
減
量

し
た
量

0
.0

0
.0

1
6
6
.0

1
7
1
.0

2
1
.5

⑩
の
う
ち
優
良
認
定
処
理
業

者
へ
の
処
理
委
託
量

⑭
⑩
の
う
ち
認
定
熱
回
収
業
者
以
外
の

熱
回
収
を
行
う
業
者
へ
の
処
理
委
託

量
⑪
　
優
良
認
定
処
理
業
者
へ
の

処
理
委
託
量

1
7
9
.0

1
0
8
.0

1
6
6
.0

下
水
等
放
流

前
委
託
量

②
＋
⑧
　
自
ら
再
生
利
用
を
行
っ

た
量

0
.0

1
3
.0

⑤
　
自
ら
熱
回
収
を
行
っ
た
量

0
.0

0
.0

⑩
の
う
ち
再
生
利
用
業
者
へ
の
処
理

委
託
量

①
　
排
出
量

2
7
8
.0

1
6
4
.0

1
2
1
.0

注
）
右
上
の
フ
ロ
ー
に
は
、
令
和
７
年
度
の
実
績
値
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
下
表
の

中
央
列
に
は
、
令
和
７
年
度
目
標
値
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
下
表
の
右
列
は
、
右

上
フ
ロ
ー
に
記
載
さ
れ
た
令
和
７
年
度
実
績
値
が
自
動
的
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

0
.0

項
　
目

令
和
７
年
度

目
標
値

令
和
７
年
度

実
績
値

自
社
の
他
事
業
場
で
の

処
理
量

ｂ
-
1
　
中
間
処
理
委

託
量

8
.0

8
.0

5
.0

④
の
う
ち
熱
回
収
を
行
っ

た
量

自
ら
中
間
処
理
に
よ

り
減
量
し
た
量

ｂ
-
2
　
最
終
処
分
委

託
量

自
ら
中
間
処
理
し
た
量

自
ら
中
間
処
理
し
た

後
の
残
さ
量

ｂ 残 さ 物 の 委 託 処 理

自
ら
中
間
処
理
し
た
後
の
処
理
委
託
量

下
水
等
放
流
前
委

託
量

2
0
.0

自
ら
直
接
再
生
利
用
し
た

量
自
ら
中
間
処
理
し
た
後
自
ら
埋
立
処
分
又
は
海
洋
投

入
処
分
し
た
量

1
6
4
.0

1
0
.0

再
生
利
用
前

委
託
量

産
業
廃
棄
物
処
理
計
画
実
施
状
況
報
告
書

（第２面）

薄
水
色

３
－
２

法
定

薄
橙
色

○

事
業
場
名
称

○
○
○
○
株
式
会
社
　
○
○
工
場

フ
ロ
ー
に
記
載
し
た
産
業
廃
棄

物
の
種
類

カ
.　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

本
用
紙
は
廃
棄
物
の
種
類
ご
と
に
1
枚
の
記
載
と
な
り
ま
す
。
異
な
る
廃
棄
物
の
処
理
フ
ロ
ー

は
別
シ
ー
ト
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

自
ら
中
間
処
理
し
た
後
再
生
利
用
し
た
量

有
償
物
量

ａ 残 さ 物 の 自 己 処 理

3
.0

当
該
事
業
場
に
お
け

る
排
出
量

Ａ 　 自 己 処 理

最
終
処
分
前

委
託
量

自
社
の
他
事
業
場
か

ら
の
搬
入
量

自
ら
直
接
埋
立
処
分
又
は
海

洋
投
入
処
分
し
た
量

自
ら
中
間
処
理
し
た
後
自
社
の
他
事
業
場
で
の
処
理

量

再
生
利
用
量
の
う
ち
、
マ
テ
リ
ア
ル
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
量
を
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。
具
体
的
に
は
、
次
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

①
プ
ラ
原
料
化

②
プ
ラ
製
品
化

再
生
利
用
量
の
う
ち
、
ケ
ミ
カ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
量
を
入
力

し
て
く
だ
さ
い
。
具
体
的
に
は
、
次
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

①
原
料
・
モ
ノ
マ
ー
化

②
高
炉
還
元
剤

③
コ
ー
ク
ス
炉
化
学
原
料
化

④
ガ
ス
化
・
油
化
（
R
P
F
ガ
ス
化
含
む
）
（
化
学
原
料
と
し
て

の
利
用
）

再
生
利
用
量
の
う
ち
、
次
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

①
固
形
燃
料
化
（
R
P
F
化
な
ど
）

②
セ
メ
ン
ト
精
製
過
程
に
お
け
る
原
・
燃
料
化

③
ガ
ス
化
・
油
化
（
燃
料
と
し
て
の
再
生
）

ア
、
イ
、
ウ
及
び
⑤
の
熱
回
収
に
該
当
し
な
い
も
の
（
焼
却
し

て
焼
却
灰
を
路
盤
材
等
に
再
利
用
す
る
場
合
等
）
を
入
力
し

て
く
だ
さ
い
。

再
生
利
用
業
者
へ
の
処
理
委
託
量
の
う
ち
、
マ
テ
リ
ア
ル
リ

サ
イ
ク
ル
す
る
量
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
具
体
的
に
は
、
次

を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

①
プ
ラ
原
料
化

②
プ
ラ
製
品
化

再
生
利
用
業
者
へ
の
処
理
委
託
量
の
う
ち
、
ケ
ミ
カ
ル
リ
サ

イ
ク
ル
す
る
量
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。
具
体
的
に
は
、
次
を

入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

①
原
料
・
モ
ノ
マ
ー
化

②
高
炉
還
元
剤

③
コ
ー
ク
ス
炉
化
学
原
料
化

④
ガ
ス
化
・
油
化

（
R
P
F
ガ
ス
化
含
む
）
（
化
学
原
料
と
し

て
の
利
用
）

再
生
利
用
業
者
へ
の
処
理
委
託
量
の
う
ち
、
次
を
入
力
し
て

く
だ
さ
い
。

①
固
形
燃
料
化
（
R
P
F
化
な
ど
）

②
セ
メ
ン
ト
精
製
過
程
に
お
け
る
原
・
燃
料
化

③
ガ
ス
化
・
油
化
（
燃
料
と
し
て
の
再
生
）

ア
、
イ
、
ウ
及
び
⑬
⑭
の
熱
回
収
に
該
当
し
な
い
も
の
（
焼

却
し
て
焼
却
灰
を
路
盤
材
等
に
再
利
用
す
る
場
合
等
）
を
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

「
ｂ
-
1
中
間
処
理
委
託
量
」
の
「
再
生
利
用
前
委
託
量
」
と

「
Ｂ

-
1
中
間
処
理
委
託
量
」
の
「
再
生
利
用
前
委
託
量
」
の

合
計
が
自
動
的
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

「
⑩
直
接
及
び
自
ら
中
間
処
理
し
た
後
の
処
理
委
託
量
」
の
内

数
と
し
て
、
認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
第

1
5
条
の

3
の

3
第

1
項
の
認
定
を
受
け

た
者
）
で
あ
る
処
理
業
者
へ
の
焼
却
処
理
委
託
量
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

「
⑩
直
接
及
び
自
ら
中
間
処
理
し
た
後
の
処
理
委
託
量
」
の
内

数
と
し
て
、
認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
以
外
の
熱
回
収
を

行
っ
て
い
る
処
理
業
者
へ
の
焼
却
処
理
委
託
量
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。

産
業
廃
棄
物
等
を
直
接
、
中
間
処
理
業
者
に

委
託
処
理
す
る
分
に
つ
い
て
、
中
間
処
理
の

委
託
目
的
別
に
わ
け
て
委
託
量
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。
一
次
中
間
処
理
の
後
に
二
次
中

間
処
理
を
行
う
場
合
は
、
二
次
中
間
処
理
後

の
扱
い
が
最
終
的
な
委
託
目
的
と
な
り
ま
す
。

同
上
。
な
お
、
⑬
⑭
の
「
熱
回
収

業
者
へ
の
処
理
委
託
量
」
及
び
、

単
純
焼
却
の
み
で
焼
却
灰
を
再

利
用
し
な
い
場
合
の
焼
却
量
は
、

こ
ち
ら
に
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

（
最
終
処
分
前
委
託
量
）

産
業
廃
棄
物
の
中
間
処
理
で
は

な
く
、
汚
れ
の
除
去
程
度
等
で
、

発
生
事
業
場
（
自
己
）
又
は
自

社
の
他
事
業
場
等
で
再
利
用

し
た
実
績
量
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

④
の
処
理
を
行
っ
た
後
の
残
さ
物

（
⑥
）
の
う
ち
、
産
業

廃
棄
物
の
中
間
処
理
で
は
な
く
、
汚
れ
の
除
去
程
度
等

で
、
発
生
事
業
場
（
自
己
）
又
は
自
社
の
他
の
事
業
場
等

で
利
用
し
た
実
績
量
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
再
生
利
用
個
別
指
定
制
度
に
よ
り
再
生
利
用
す
る

場
合
も
含
め
て
く
だ
さ
い
。

右
上
の
フ
ロ
ー
か
ら
、
自
動

的
に
計
算
さ
れ
ま
す
。

④
の
処
理
の
う
ち
熱
回
収
を

行
っ
た
実
績
量
を
記
載
し
て
く

だ
さ
い
。
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（３） 様式 ２（又は ４） 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理計画書について 

本様式は、廃棄物の種類ごとの排出量及び処理方法の内訳について、提出年度の目標

数値や取組目標を策定するものです。 

様式は、次の３種類に分かれています。 

① 「第１面～第６面（様式 ２）」 ⇒ 現状及び計画について文章で記入 

② 「別紙一括表（様式 ２－１）」 ⇒ ③のフロー入力分を一括表示 

③ 「別紙処理フロー（様式 ２－２）」 ⇒ 廃棄物の種類ごとに作成 

作成手順としては、③ ⇒ ① ⇒ ②（確認）となります。 

※ 様式２、４の記載例と留意事項を神奈川県のホームページに掲載しております。 

掲載場所：（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/index.html） 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/index.html
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10 よくある誤り 

①  「区分」の不整合 

様式 ３（５） の「区分」が前年度提出様式 ２（４）と異なる場合は、誤りです。 

正しくは、次のとおりです。 

様式 ３：産業廃棄物処理計画実施状況報告書（第１面） 

 

 

 

 

 

様式 ２：産業廃棄物処理計画書（第１面） 

 

 

【誤りの例】 

◼ 令和７年度提出の処理計画（様式 ２（４））の区分が『自主』であったが、令和

７年度の排出量(実績)が1,000トン以上であったため、令和８年度提出の実施状況

報告（様式 ３（５））の区分は『法定』にした。 ⇒ 『自主』が正しい。 

◼ 令和６年度の排出量(実績)が1,000トン未満であったため、令和７年度の処理計画

（様式 ２（４））を提出しなかったが、令和７年度の排出量(実績)が1,000トン以

上であったため、令和８年度提出の実施状況報告（様式 ３（５））の区分は『法

定』にした。 ⇒ 『自主』が正しい。 

自主

様式第二号の八（第八条の四の五関係） 　

殿

提出者

　住　所

　氏　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

令和 ○ 年 ６ 月○○日

神奈川県知事

東京都千代田区○○町○－○

○○○○株式会社
代表取締役　○○　○○

03-○○○○-○○○○

２
法定

○
（第１面）

産業廃棄物処理計画書

該当する欄に○印を記入してください。

法定 自主

様式第二号の九（第八条の四の六関係） ○ 　

殿

提出者

　住　所

　氏　名

令和 ○ 年 ６ 月○○日

神奈川県知事

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

３

（第１面）

東京都千代田区○○町○－○

○○○○株式会社
代表取締役　○○　○○

令和８年度提出の実施状況報告（様式 ３（５））の区分は、 

令和７年度提出の処理計画（様式 ２（４））と同じ区分になります。 

令和８年度提出 

様式３（第１面） 

令和７年度提出 

様式２（第１面） 
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②  目標数値の不整合 

様式 ３ （５）の目標値が前年度提出様式 ２（４）と異なる場合は、誤りです。 

正しくは、次のとおりです。 

※入力箇所は、様式 ３-２（５-２）「別紙処理フロー（種類ごと）」の左下「令和７

年度目標値」欄の「薄水色」セルです。 

（別紙一括表）は、「別紙処理フロー（種類ごと）」で入力した数値が反映されま

すが、入力はできません。数値整合性の確認に使用してください。 

 

様式 ３：産業廃棄物処理計画実施状況報告書（別紙一括表） 

 

 

様式 ２：産業廃棄物処理計画書（別紙一括表） 

 

 

◼ 前年度提出の処理計画（様式 ２（４））で定めた目標値を変更することはできま

せん。 

◼ 廃棄物の種類ごとの内訳、委託先の内訳（再生利用委託か否か、優良認定事業者

への委託量）を含めて同じ数値が入ります。 

法定 自主
○ 　

別紙一括表 事業場名称： （単位：トン）

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト

燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ
廃

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
紙くず 木くず 繊維くず

動植物性
残さ

動物系
固形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ・陶磁器くず 鉱さい がれき類

動物の
ふん尿

動物の
死体

ばいじん
混合廃棄
物その他

合計

45.0 33,000.0 220.0 437.0 278.0 191.0 27.0 7.0 34,205.0 

令

和

７ 30,000.0 30,000.0 

年

度 45.0 3,000.0 220.0 437.0 278.0 191.0 27.0 7.0 4,205.0 

目 20.0 600.0 80.0 245.0 179.0 10.0 6.0 1,140.0 

標 45.0 2,000.0 220.0 437.0 240.0 191.0 27.0 7.0 3,167.0 

40.0 10.0 50.0 

30.0 5.0 35.0 

① 40.0 31,200.0 200.0 368.0  346.0       182.0 25.0     7.4  32,368.4 

※１  

②＋⑧　自ら再生利用を行う量

⑤　自ら熱回収を行う量

⑦　自ら中間処理により減量する量

③＋⑨　自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う量

⑩　全処理委託量

⑪　優良認定処理業者への処理委託量

⑫　再生利用業者への処理委託量

⑬　認定熱回収業者への処理委託量

当該事業場における排出量

自社の他事業場からの搬入量

⑭　認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

①　排出量

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

３－１
○○○○株式会社　○○工場

法定 自主
○ 　

別紙一括表 事業場名称： （単位：トン）

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト

燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ
廃

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
紙くず 木くず 繊維くず

動植物性
残さ

動物系固
形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰ
ﾄ・陶磁器くず 鉱さい がれき類

動物の
ふん尿

動物の
死体

ばいじん
混合廃棄
物その他

合計

40.0 31,200.0 200.0 368.0 346.0 182.0 25.0 7.4 32,368.4 

令 0

和 0

６ 28,700.0 28,700.0 

年 0

度 40.0 2,500.0 200.0 368.0 346.0 182.0 25.0 7.4 3,668.4 

実 30.0 400.0 78.0 278.0 100.0 12.0 6.0 904.0 

績 40.0 2,300.0 200.0 368.0 230.0 182.0 25.0 7.4 3,352.4 

100.0 30.0 130.0 

20.0 10.0 30.0 

① 35.0 29,050.0 195.0 250.0  275.0       163.0 22.0     6.9  29,996.9 

※１  

②  

③  

④ 28,000.0 28,000.0 

⑤ ④のうち熱回収を行う量  

※２  

⑥  1,100.0                   1,100.0 

⑦  26,900.0                   26,900.0 

⑧ 自ら中間処理後に再生利用する量  

⑨
自ら中間処理後に自ら埋立処分又は海洋投入処分する
量  

令 ※３ 自ら中間処理後に自社の他事業場での処理量  

和 ｂ  1,100.0                   1,100.0 

７ ｂ-1　中間処理委託量  1,100.0                   1,100.0 

年 再生利用前委託量 1,100.0 1,100.0 

度 最終処分前委託量  

目 下水等放流前委託量  

標 ｂ-2　最終処分委託量  

Ｂ 35.0 1,050.0 195.0 250.0  275.0       163.0 22.0     6.9  1,996.9 

Ｂ-1　中間処理委託量 35.0 1,050.0 195.0 250.0  275.0       163.0 22.0     6.9  1,996.9 

再生利用前委託量 35.0 900.0 195.0 250.0 200.0 163.0 22.0 6.9 1,771.9 

最終処分前委託量 150.0 75.0 225.0 

下水等放流前委託量  

Ｂ-2　最終処分委託量  

⑩ 35.0 2,150.0 195.0 250.0 275.0 163.0 22.0 6.9 3,096.9 

⑪ 35.0 300.0 100.0 190.0 130.0 16.0 8.0 779.0 

⑫ 35.0 2,000.0 195.0 250.0 200.0 163.0 22.0 6.9 2,871.9 

⑬ 100.0 40.0 140.0 

⑭ 30.0 7.0 37.0 

※この一括表には、産業廃棄物の種類ごとの処理フローに入力した量が表示されます。

⑩のうち認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委
託量

Ｂ
直
接
委
託
処
理

直接処理委託量

直接及び自ら中間処理後の処理委託量

⑩のうち優良認定処理業者への処理委託量

⑩のうち再生利用業者への処理委託量

⑩のうち認定熱回収業者への処理委託量

自ら直接埋立処分又は海洋投入処分する量

自ら中間処理する量

自社の他事業場での処理量

Ａ
自
己
処
理

自ら中間処理後の残さ量

自ら中間処理により減量する量

ａ
残
さ
物
の
自

己
処
理

自ら中間処理後の処理委託量

自ら直接再生利用する量

②＋⑧　自ら再生利用を行った量

⑤　自ら熱回収を行った量

⑦　自ら中間処理により減量した量

③＋⑨　自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量

⑩　全処理委託量

⑪　優良認定処理業者への処理委託量

⑫　再生利用業者への処理委託量

⑬　認定熱回収業者への処理委託量

当該事業場における排出量

自社の他事業場からの搬入量

⑭　認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

①　排出量

産業廃棄物処理計画書

２－１

○○○○株式会社　○○工場

実績値に誤りがないか確認してください。

「実施状況報告（様式３）」を提出する場合、「実施状況報告」に

記載した実績値と同じであることを確認してください。

令和８年度提出 

様式３（別紙一括表） 

令和７年度目標 

令和７年度提出 

様式２（別紙一括表） 
整

合 

令和７年度目標 
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③  実績数値の不整合 

様式 ２-２（４-２）と 様式 ３-２（５-２）の実績値が異なる場合は、誤りです。 

正しくは、次のとおりです。 

様式 ２：産業廃棄物処理計画書      様式 ３：産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

（様式 ２-２「別紙処理フロー」）     （様式 ３-２「別紙処理フロー」） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ いずれも令和７年度実績値であり、それぞれの項目について同じ数値が入ります。 

◼ 様式 ３-２（５－２）から様式 ２-２（４－２）への反映については、神奈川県

ホームページに掲載する本手引きの冊子版を参照してください。 

 

別紙処理フロー

令和○年度に発生した産業廃棄物ごとの量と処理計画の実施結果

※

（単位：t/年）

不要物等発生量 ①

ｔ

※1

ｔ

t t

t t

t t

t t

t t

t t

t t

t t

t t

t t
⑭　認定熱回収業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量 0.0 0.0

⑫　再生利用業者への処理
委託量

437.0 368.0

⑬　認定熱回収業者への処
理委託量

0.0 0.0

⑩　全処理委託量 437.0 368.0

⑦　自ら中間処理により減量
した量

0.0 0.0

⑤　自ら熱回収を行った量 0.0 0.0

Ｂ
　
直
接
委
託
処
理

③＋⑨　自ら埋立処分又は海洋
投入処分を行った量

0.0 0.0

⑪　優良認定処理業者への
処理委託量

245.0 278.0

①　排出量 437.0 368.0

②＋⑧　自ら再生利用を行っ
た量

0.0 0.0

項　目
令和○年度

目標値
令和○年度

実績値

当該事業場におけ
る排出量

Ａ
　
自
己
処
理

注）右上のフローには、令和○年度の実績値を記載してください。下表
の中央列には、令和○年度目標値を記載してください。下表の右列は、
右上フローに記載された令和○年度実績値が自動的に計算されます。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

368.0

自社の他事業場か
らの搬入量

フローに記載した産業廃棄
物の種類

エ.　廃酸

本用紙は廃棄物の種類ごとに1枚の記載となります。異なる廃棄物の処理フロー
は別シートに記載してください。

有償物量

令和８年度提出 

様式３（別紙処理フロー） 

令和８年度提出 

様式２（別紙処理フロー） 

整 合 

別紙処理フロー

令和○年度発生する産業廃棄物ごとの目標量と処理計画

※

（単位：t/年）

不要物等発生量 ①

ｔ

※1

ｔ

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t0.0

⑬　認定熱回収業者への処理委
託量

0.0

⑭　認定熱回収業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

278.0

⑩　全処理委託量 368.0

①　排出量 368.0

⑦　自ら中間処理により減量した
量

0.0

②＋⑧　自ら再生利用を行った
量

0.0

⑤　自ら熱回収を行った量 0.0

Ｂ
　
直
接
委
託
処
理

③＋⑨　自ら埋立処分又は海洋
投入処分を行った量

0.0

⑫　再生利用業者への処理委託
量

368.0

⑪　優良認定処理業者への処理
委託量

自社の他事業場
からの搬入量

有償物量

当該事業場にお
ける排出量

Ａ
　
自
己
処
理

250.0

注）右上のフローには、令和○年度の目標量を記載して
ください。下の表には、令和○年度実績を記載してくださ
い。　なお、様式３をあわせて提出する場合には、先に様
式３を入力し、データ反映・印刷ツールを使用するとこち
らに数値が反映されます。

項　目 令和○年度実績

フローに記載した産業廃
棄物の種類

エ.　廃酸

本用紙は廃棄物の種類ごとに1枚の記載となります。異なる廃棄物の
処理フローは別シートに記載してください。

産業廃棄物処理計画書
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④  処理委託量の不整合 

「別紙処理フロー」（様式 ２-２、４-２、 ３-２、５-２）の⑩「直接及び自ら中

間処理後の処理委託量」より、（⑫＋⑬＋⑭）の合計値が上回る場合は、誤りです。

※上記⑫～⑭は、「別紙処理フロー」の項目です。 

⑫…「⑩のうち再生利用業者への処理委託量」 

⑬…「⑩のうち認定熱回収業者への処理委託量」 

⑭…「⑩のうち認定熱回定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量」 

正しくは、次のとおりです。 

様式 ２：産業廃棄物処理計画書 

                （様式  ２-２：「別紙処理フロー」） 

 

【抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【抜粋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ ⑩の処理委託量のうち、⑫・⑬・⑭に当てはまる場合⑫・⑬・⑭へ記載します。

そのため、（⑫＋⑬＋⑭）は、⑩を超えることはありません。 

◼ 委託した産業廃棄物が焼却後に路盤材として再生された場合、その焼却が発電焼

却等であっても熱回収（⑬、⑭）には含めず、すべて⑫となるため（目的別内訳）

再生利用前委託量に含めてください。 

 

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

注）右上のフローには、令和○年度の目標量を記載して
ください。下の表には、令和○年度実績を記載してくださ
い。　なお、様式３をあわせて提出する場合には、先に様
式３を入力し、データ反映・印刷ツールを使用するとこち
らに数値が反映されます。

項　目 令和○年度実績

①　排出量 368.0

⑦　自ら中間処理により減量した
量

0.0

②＋⑧　自ら再生利用を行った
量

0.0

⑤　自ら熱回収を行った量 0.0

③＋⑨　自ら埋立処分又は海洋
投入処分を行った量

0.0

⑫　再生利用業者への処理委託
量

368.0

⑪　優良認定処理業者への処理
委託量

278.0

⑩　全処理委託量 368.0

0.0

⑬　認定熱回収業者への処理委
託量

0.0

⑭　認定熱回収業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

↓ 注意：前年度の排出量のみでフロー図のデータ①がない場合にも、前年度データを該当欄に入力してください

【セル色の説明】 ：内容・データ等を入力してください 自主

：自動処理されるので、変更できません。 　

別紙処理フロー ：

令和○年度発生する産業廃棄物ごとの目標量と処理計画

※
⑧

（単位：t/年）
ｔ

不要物等発生量 ① ② ⑨

ｔ ｔ ｔ

※1 ③ ※3

ｔ ｔ ｔ
（目的別内訳）

ｔ

④ ⑥ ｂ ｔ

ｔ ｔ ｔ 0.0 ｔ ｔ

⑤ ⑦

ｔ ｔ ｔ

※2 ⑫

t ｔ ｔ

t

t Ｂ ⑩ ⑬

t ｔ
（目的別内訳）

ｔ ｔ

t ｔ

t B-1 ｔ ⑪

t ｔ ｔ ｔ

t
【産業廃棄物の種類　（ア～ト）】

ｔ

t B-2

t ｔ

事業場名称 ○○○○株式会社　○○工場

フローに記載した産業廃
棄物の種類

エ.　廃酸

本用紙は廃棄物の種類ごとに1枚の記載となります。異なる廃棄物の
処理フローは別シートに記載してください。 自ら中間処理後に再生利用する量

産業廃棄物処理計画書 薄水色
２－２

法定

薄橙色 ○

自社の他事業場
からの搬入量

自ら直接埋立処分又は海
洋投入処分する量

自ら中間処理後に自社の他事業
場での処理量

有償物量

ａ
残
さ
物
の
自
己
処
理

当該事業場にお
ける排出量

Ａ
　
自
己
処
理

自ら直接再生利用す
る量

自ら中間処理後に自ら埋立処分又
は海洋投入処分する量

250.0

注）右上のフローには、令和○年度の目標量を記載して
ください。下の表には、令和○年度実績を記載してくださ
い。　なお、様式３をあわせて提出する場合には、先に様
式３を入力し、データ反映・印刷ツールを使用するとこち
らに数値が反映されます。

項　目 令和○年度実績
自社の他事業場での
処理量

再生利用前
委託量

自ら中間処理する量
自ら中間処理後の
残さ量 ｂ

残
さ
物
の
委
託
処
理

自ら中間処理後の処理委
託量

ｂ-1　中間処理委
託量

最終処分前
委託量

0.0 0.0
下水等放流
前委託量

④のうち熱回収を行う
量

自ら中間処理によ
り減量する量

ｂ-2　最終処分委
託量

0.0

⑩のうち再生利用業者への
処理委託量

①　排出量 368.0 250.0

直接及び自ら中間処理後
の処理委託量

⑩のうち認定熱回収業者へ
の処理委託量

⑦　自ら中間処理により減量した
量

0.0 250.0 250.0

②＋⑧　自ら再生利用を行った
量

0.0

⑤　自ら熱回収を行った量 0.0

Ｂ
　
直
接
委
託
処
理

直接処理委託量

③＋⑨　自ら埋立処分又は海洋
投入処分を行った量

0.0

⑫　再生利用業者への処理委託
量

368.0

⑩のうち認定熱回定業者以
外の熱回収を行う業者への
処理委託量⑪　優良認定処理業者への処理

委託量
278.0 250.0

下水等放流
前委託量

190.0

再生利用前
委託量

250.0

⑩　全処理委託量 368.0 中間処理委託量
最終処分前

委託量
⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑭

0.0

⑬　認定熱回収業者への処理委
託量

0.0 最終処分委託量
ｱ.　燃え殻
ｲ.　汚泥
ｳ.　廃油
ｴ.　廃酸
ｵ.　廃アルカリ
ｶ.　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
ｷ.　紙くず

ｸ.　木くず
ｹ.　繊維くず
ｺ.　動植物性残さ
ｻ.　動物系固形不要物
ｼ.　ゴムくず
ｽ.　金属くず
ｾ.　ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・陶磁器くず

ｿ.　鉱さい
ﾀ.　がれき類
ﾁ.　動物のふん尿
ﾂ.　動物の死体
ﾃ.　ばいじん
ト.　混合廃棄物その他

⑭　認定熱回収業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

ア

イ

⑫

ｔ

⑩ ⑬

（目的別内訳）
ｔ ｔ

ｔ

ｔ ⑪

ｔ ｔ

【産業廃棄物の種類　（ア～ト）】
ｔ7.0

⑩のうち認定熱回定業者以
外の熱回収を行う業者への
処理委託量下水等放流

前委託量
130.0

再生利用前
委託量

200.0

最終処分前
委託量

75.0
⑩のうち優良認定処理業
者への処理委託量

⑭

直接及び自ら中間処理後
の処理委託量

⑩のうち認定熱回収業者へ
の処理委託量

275.0 40.0

⑩のうち再生利用業者への
処理委託量

200.0

いずれも「⑩≧(⑫＋⑬＋⑭）」

となり、（⑫＋⑬＋⑭）は 

⑩を超えることはありません。 
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その他、よくある質問を神奈川県ホームページに掲載しております。 

掲載場所：（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/f94/index.html） 

法定 自主
※このページは、印刷用のページですので、一切入力できません。入力は各廃棄物のフローシート「ア.燃え殻～ト.混合廃棄物その他」にしてください。 ○ 　

別紙一括表 事業場名称： （単位：トン）

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト

燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ
廃

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
紙くず 木くず 繊維くず

動植物性
残さ

動物系
固形不要物

ゴムくず 金属くず
ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・

陶磁器くず 鉱さい がれき類
動物の
ふん尿

動物の
死体

ばいじん
混合廃棄
物その他

合計

45.0 33,000.0 220.0 437.0 278.0 191.0 27.0 7.0 34,205.0 

令

和

５ 30,000.0 30,000.0 

年

度 45.0 3,000.0 220.0 437.0 278.0 191.0 27.0 7.0 4,205.0 

目 20.0 600.0 80.0 245.0 179.0 10.0 6.0 1,140.0 

標 45.0 2,000.0 220.0 437.0 240.0 191.0 27.0 7.0 3,167.0 

40.0 10.0 50.0 

30.0 5.0 35.0 

① 40.0 31,200.0 200.0 368.0  346.0       182.0 25.0     7.4  32,368.4 

※１  

②  

③  

④ 30,000.0 30,000.0 

⑤ ④のうち熱回収を行った量  

※２  

⑥  1,300.0                   1,300.0 

⑦  28,700.0                   28,700.0 

⑧ 自ら中間処理した後再生利用した量  

⑨
自ら中間処理した後自ら埋立処分又は海洋投入処分し
た量  

令 ※３ 自ら中間処理した後自社の他事業場での処理量  

和 ｂ  1,300.0                   1,300.0 

５ ｂ-1　中間処理委託量  1,300.0                   1,300.0 

年 再生利用前委託量 1,300.0 1,300.0 

度 最終処分前委託量  

実 下水等放流前委託量  

績 ｂ-2　最終処分委託量  

Ｂ 40.0 1,200.0 200.0 368.0  346.0       182.0 25.0     7.4  2,368.4 

Ｂ-1　中間処理委託量 40.0 1,200.0 200.0 368.0  346.0       182.0 25.0     7.4  2,368.4 

再生利用前委託量 40.0 1,000.0 200.0 368.0 230.0 182.0 25.0 7.4 2,052.4 

最終処分前委託量 200.0 116.0 316.0 

下水等放流前委託量  

Ｂ-2　最終処分委託量  

⑩ 40.0 2,500.0 200.0 368.0 346.0 182.0 25.0 7.4 3,668.4 

⑪ 30.0 400.0 78.0 278.0 100.0 12.0 6.0 904.0 

⑫ 40.0 2,300.0 200.0 368.0 230.0 182.0 25.0 7.4 3,352.4 

⑬ 100.0 30.0 130.0 

⑭ 20.0 10.0 30.0 

※この一括表には、産業廃棄物の種類ごとの処理フローに入力した量が表示されます。

①　排出量

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

３－１
○○○○株式会社　○○工場

自ら直接再生利用した量

②＋⑧　自ら再生利用を行う量

⑤　自ら熱回収を行う量

⑦　自ら中間処理により減量する量

③＋⑨　自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う量

⑩　全処理委託量

⑪　優良認定処理業者への処理委託量

⑫　再生利用業者への処理委託量

⑬　認定熱回収業者への処理委託量

当該事業場における排出量

自社の他事業場からの搬入量

⑭　認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量

自ら中間処理した量

自社の他事業場での処理量

Ａ
自
己
処
理

自ら中間処理した後の残さ量

自ら中間処理により減量した量

ａ
残
さ
物
の
自

己
処
理

自ら中間処理した後の処理委託量

⑩のうち認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理
委託量

Ｂ
直
接
委
託
処
理

直接処理委託量

直接及び自ら中間処理した後の処理委託量

⑩のうち優良認定処理業者への処理委託量

⑩のうち再生利用業者への処理委託量

⑩のうち認定熱回収業者への処理委託量

⑤  「一連の処理の工程」の不整合 

I. 様式 ２（４）第１面「④一連の処理の工程」の種類数と第２面「産業廃棄物の

種類数」が異なる場合は、誤りです。 

II. 様式 ２（４）第1面「④一連の処理の工程」と様式 ３（５）における「排出量

実績の内訳」内容が異なる場合は、誤りです。 

正しくは、次のとおりです。 

様式 ２：産業廃棄物処理計画書（第１面） 

I. 様式 ２：産業廃棄物処理計画書 

（第２面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 様式 ３：産業廃棄物処理計画実施状

況報告書（別紙一括表） 

 

 

 

 

【誤りの例】 

◼ 「一連の処理の工程」には６種類の 

産業廃棄物の処理の工程を記載したが、 

「別紙処理フロー」は８種類の計画を予定している。 ⇒ 様式 ２（４）「別

紙処理フロー」が８種類であれば、（第1面）「一連の処理の工程」も８種類

の産業廃棄物の処理工程を記載してください。 

◼ 「一連の処理の工程」では全量を再生利用と記載したが、「排出量実績の内訳」で

は全量が最終処分委託であるような著しい相違がある場合。 

自主

様式第二号の八（第八条の四の五関係） 　

殿

提出者

　住　所

　氏　名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号

ＴＥＬ（連絡先）：

当該事業場に関する事項

① 事業の種類 (具体的には）

② 事業の規模 百万円

百万円

床

百万円

（上記項目に該当しない場合にはこちらに記載をしてください。）

③ 従業員数

④

令和 ○ 年 ６ 月○○日

神奈川県知事

東京都千代田区○○町○－○

○○○○株式会社
代表取締役　○○　○○

03-○○○○-○○○○

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理
に関する計画を作成したので、提出します。

２
法定

○
（第１面）

産業廃棄物処理計画書

計 画 期 間 令和 ○ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ○ 年 ３ 月 31 日（1 年間）

Ｅ16－化学工業 162　　無機化学工業製品製造業

製造業 製造品出荷額 5,500

事 業 場 の 名 称 ○○○○株式会社　○○工場
自主管理事業登録番号

○○○○

事 業 場 の 所 在 地 ○○市○○町○－○

○○○○－○○－○○○○

250名

○燃え殻⇒コンクリート固形化⇒埋立
○汚泥⇒焼却⇒埋立
○廃油⇒油水分離⇒助燃剤
○廃酸⇒焼却⇒埋立
○廃プラスチック類⇒破砕・圧縮⇒再資源化
○金属くず⇒破砕⇒再資源化
○ガラス・コンクリート・陶磁器くず⇒破砕⇒再資源化
○ばいじん⇒薬注入固化⇒再資源化

産業廃棄物
の一連の処
理の工程

※　産業廃棄物の
種類ごとに記入

建設業 エリア内元請完成工事高

※　前年度実績を記
入、医療機関は前年度
末時点の病床数を記
入。

医療機関 病床数

その他の業種 売上高

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（令和 ６ 年度）実績】

産業廃棄物の種類数 種類

①　排出量 ｔ

（これまでに実施した取組）

【（令和 ７ 年度）目標】

産業廃棄物の種類数 種類

①　排出量 ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

（第２面）

② 計画

8 *　種類ごとの本年度排出目
標量は、別紙のとおり。29,996.9

　代表取締役
　　　｜－　環境マネジメントシステム事務局
　廃棄物処理統括責任者（工場長）
　　　｜
　廃棄物処理責任者（（統括）環境管理責任者）
　　　｜
　人事総務部長（ブロック長）
　　　｜
　産業廃棄物管理責任者
　　　｜
　各　部　門

① 現状

8 *　種類ごとの前年度排出量
は、別紙のとおり。32,368.4

・製造工程内の収率の向上、原材料や資材の効率的な利用に取り組み、廃棄物の削除を図る。
・産業廃棄物の発生抑制に関する教育、研修により「環境マネジメントの目的・目標の周知」を
　実施する。
・外部の環境情報を逐次確認し、情報収集を図っていく。
・環境報告書を作成し、地域コミュニケーション会を介して情報公開していく。

① 現状
・廃プラスチック類、金属くず，ガラス・コンクリート・陶磁器くずの分別を実施している。
・毎年の環境月間に分別基準について教育を実施している。
・各工程から排出する廃棄物にはリサイクル票、産廃処理票を添付して処理方法を
　明確にするとともに分別を推進している。

② 計画 ・引き続き、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くずの分別を継続する。
・従業員に対するアンケートや集積所（ダストコーナー）の現状を監視し、適宜分別ルールの
　見直しの検討や必要に応じた対策の展開を行う。

・溶媒類のリサイクル利用。
・製造工程内の収率の向上、原材料や資材の効率的な利用に取り組み、廃棄物の発生抑制を
　図っている。
・産業廃棄物の発生抑制に関する教育、研修のより「環境マネジメントの目的・目標の周知」を実施し
た。
・不要となったオフィス備品や文房具の展示スペースを設け、中古品の再利用を促進している。
・外部の環境情報を逐次確認し、情報収集を行っている。
・環境報告書を作成し、地域コミュニケーション会を介して情報公開している。

令和８年度提出 

様式３（別紙一括表） 

令和８年度提出 

様式２（第１面） 

令和８年度提出 

様式２（第２面） 

８種類 

「別紙処理フロー」へ 

「８種類」の計画を入力 

     

内訳内容の整合 



 

  



  



所 管 の 行 政 機 関 

令和８年４月現在 

 

事業場の所在地  行政機関名及び連絡先  

神   

 

 

 

奈  

 

 

 

川  

 

 

 

県  

地 域 県 政 総 合  

センター所管区域

の全域  

神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課   〒231-8588 

  横浜市中区日本大通１（県庁新庁舎４Ｆ）  

  ＴＥＬ ０４５－２１０－１１１１（代）  

ＦＡＸ ０４５－２１０－８８４７  

鎌倉市・逗子市  

三浦市・葉山町  

横須賀三浦地域県政総合センター環境部    〒238-0006 

   横須賀市日の出町２－９－１９（県横須賀合同庁舎）  

 ＴＥＬ ０４６－８２３－０２１０（代）  

ＦＡＸ ０４６－８２４－２４５９  

厚木市・大和市  

海老名市・座間市 

綾瀬市・愛川町  

清川村  

県央地域県政総合センター環境部       〒243-0004 

   厚木市水引２－３－１（県厚木合同庁舎）  

  ＴＥＬ ０４６－２２４－１１１１（代）  

ＦＡＸ ０４６－２２５－５２１８  

平塚市・藤沢市  

茅ヶ崎市・秦野市  

伊勢原市・寒川町  

大磯町・二宮町  

湘南地域県政総合センター環境部       〒254-0054 

   平塚市中里５０－１（元県立平塚商業高校）  

  ＴＥＬ ０４６３－４５－３１５０（代）  

ＦＡＸ ０４６３－４５－３２８５  

小田原市・箱根町  

真鶴町・湯河原町  

南足柄市・中井町  

大井町・松田町  

山北町・開成町  

県西地域県政総合センター環境部       〒250-0042 

   小田原市荻窪３５０－１（県小田原合同庁舎）  

 ＴＥＬ ０４６５－３２－８０００（代）  

ＦＡＸ ０４６５－３２－８１１１  

 

横 浜 市  

横浜市資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課 〒231-0005 

 横浜市中区本町６－５０－１０（横浜市役所２３Ｆ）  

ＴＥＬ ０４５－６７１－２５１３  

ＦＡＸ ０４５－６６３－０１２５  

 

川 崎 市  

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課     〒210-8577 

 川崎市川崎区宮本町１（川崎市役所本庁舎２０Ｆ）  

ＴＥＬ ０４４－２００－２５８１  

ＦＡＸ ０４４－２００－３９２３  

 

相 模 原 市  

相模原市環境経済局環境部廃棄物指導課    〒252-5277 

  相模原市中央区中央２－１１－１５（相模原市役所本館６Ｆ）  

ＴＥＬ ０４２－７６９－８３５８  

  ＦＡＸ ０４２－７６９－４４４５  

 

横 須 賀 市  

横須賀市資源循環部廃棄物対策課       〒238-8550 

 横須賀市小川町１１（横須賀市役所分館５Ｆ）  

ＴＥＬ ０４６－８２２－８５２３  

ＦＡＸ ０４６－８２３－０８６５  


